
瀬戸市消防本部訓 第 号 

消防本部  

消 防 署  

 瀬戸市火災予防査察規程 成 瀬戸市消防本部訓 第 号 一

部を次 う 改正  

  成 月 ９日 

瀬戸市消防長 遠 山  満  

次 表 改正前 欄 掲 規定を同表 改正後 欄 掲 規定 下

線 示 う 改正  

改正後 改正前 

査察員 遵 事項  査察員 遵 事項  

第 条 査察員 査察を行う 法第 条

第 項 第 項ま 規定 第 条 第

項 規定 準用 場合を含 ほ

次 各号 掲 事項を

い  

第 条 査察員 査察を行う 法第 条

第 項 第 項ま 規定 第 条 第

項 規定 準用 場合を含 ほ

次 各号 掲 事項を

い  

 関係者 防火管理者 防災管理者 危険物

保 監督者そ 他責任 あ 者 下 関係

者等 いう 立会いを求  

 関係者 防火管理者 危険物保 監督者そ

他責任 あ 者 下 関係者等 いう

立会いを求  

⑷ま  ＜省略＞ ⑷ま  ＜省略＞ 

通知書 交付等  通知書 交付等  

第 条 査察員 査察 第 条 規定

査察対象物を対象 を除く 下

条 い 同 を行った 指導記録

書及び立入検査結果通知書 下 通知書

いう 又 消防長 別 定 様式

消防長 査察 結果を報告  

第 条 査察員 査察 第 条 規定

査察対象物を対象 を除く 下

条 い 同 を行った 指導記録

書及び立入検査結果通知書 下 通知書

いう を作成 消防長 査察 結果を報告

 

ま  ＜省略＞ ま  ＜省略＞ 

 査察を行った結果 不備事項又 そ 他 指

摘事項 無い 又 そ 程度 軽微 あ

 



消防長 別 定 基準 下 項及び

第 条第 項 い 処理基準 いう

該当 査察員 第 項 第

項ま 規定 わ 処理基準 定

程度 応 査察 結果を口頭 通知

又 改善計画・報告書 提出を省略

 

指導書 交付等  指導書 交付等  

第 条 消防長 第 条第 項 規定

改善計画・報告書 提出を求 た関係者

当該改善計画・報告書を提出 い 現

不備事項 改善さ い 査察員 認

及び処理基準 該当 を除く そ

他必要 認 当該関係者 指導書

を交付  

第 条 消防長 関係者 第 条第 項

規定 改善計画・報告書 提出を い

現 不備事項 改善さ い 場合を除く

そ 他必要 認 当該関係者 指導

書を交付  

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

 違反 処理   違反 処理  

第 条 ＜省略＞ 第 条 ＜省略＞ 

 消防長 指導書 交付を受 た関係者 前

条第 項 規定 求 応 い 現

不備事項 改善さ い 査察員 認

場合を除く そ 他必要 認 瀬

戸市火災予防違反処理規程 定

処理  

 消防長 指導書 交付を受 た関係者 前

条第 項 規定 求 応 い 現

不備事項 改善さ い 場合を除く そ

他必要 認 瀬戸市火災予防違反

処理規程 定 処理  

附 則 

訓 成 月 日 施行  


